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控訴審第５回口頭弁論・結審！！
12月１日、東京高等裁判所817号法廷において、静岡掲示物撤去控訴審第

５回口頭弁論が開廷され、ついに結審しました。今年５月26日の第１回口頭

弁論から、半年間の闘いにご尽力頂いた全ての仲間に感謝します。

裁判所からの、「苦情処理会議の背景・経緯・主旨・運用」等の説明要請

に応じて、補助参加人の立場から「国鉄時代からの公労法(産別労組に対する

交渉制度)が、そのまま継承されている。企業別労組に対して、団体交渉と苦

情処理会議を分ける必要があるのか？そもそも会社は協議の場としていな

い」と、苦情処理会議の形骸化と運用の実態を明らかにしてきました。

判決は、来年３月９日(木)16時から、同法廷にて言い渡されます。

その後、報告集会を開催します。皆さんの結集をお願いします。


